
（第17242号）東 京 都 公 報令和2年12月21日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

○
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
施
設
支
援
課
）…
�

○
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
辞
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
港
臨
港
地
区
に
お
け
る
分
区
の
変
更
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
�

○
東
京
港
港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
及
び
解
除
に
関
す
る
公
聴

会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示
（
公
）

○
警
備
業
法
第
五
十
一
条
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
…
…
…
…
�

○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
第
四
十
一
条
の
二
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
…
…
…
…
…
�

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第

十
二
条
の
三
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

程
（
水
）

○
東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
水
）

○
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都

水
道
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の

指
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
…
…（
同
）…
�	

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
平
井

三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合

ひ

物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第

一
項
第
一
号
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
老
人
福

祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
及
び
介
護
保

険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十

五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

開
設
者
の
名
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所

在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

緑
樹
会

介
護
老
人
福
祉

施
設

ラ
ペ
二

子
玉
川

世
田
谷
区
瀬
田

四
丁
目
五
番
五

号

令
和
元
年
十

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

こ
う
ほ
う
え
ん

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
上
石
神

井
幸
朋
苑

練
馬
区
上
石
神

井
三
丁
目
二
番

十
八
号

同
日

社
会
福
祉
法
人

ケ
ア
ネ
ッ
ト

さ
く
ら
ほ
う
む

世
田
谷
区
弦
巻

三
丁
目
三
番
十

七
号

令
和
二
年
一

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

健
誠
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

南
麻

布
シ
ニ
ア
ガ
ー

デ
ン

ア
リ
ス

港
区
南
麻
布
四

丁
目
六
番
十
三

号

令
和
二
年
三

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

龍
岡
会

小
石
川
ヒ
ル
サ

イ
ド
テ
ラ
ス

文
京
区
春
日
二

丁
目
四
番
八
号

同
日

社
会
福
祉
法
人

こ
と
ぶ
き
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

三
鷹

げ
ん
き

三
鷹
市
大
沢
四

丁
目
十
番
五
号

同
日

社
会
福
祉
法
人

あ
い
の
樹

Ｖ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ

あ
い
小
平

小
平
市
小
川
町

一
丁
目
三
千
十

四
番
地
の
七

同
日

社
会
福
祉
法
人

東
京
武
尊
会

東
京
令
和
館

中
野

中
野
区
江
古
田

四
丁
目
四
十
三

番
五
号

令
和
二
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

桃
山
福
祉
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

ピ
オ

ー
ネ
三
鷹

三
鷹
市
井
口
一

丁
目
十
七
番
二

十
二
号

同
日

社
会
福
祉
法
人

平
成
記
念
会

介
護
老
人
福
祉

施
設
ケ
ア
ホ
ー

ム
葛
飾

葛
飾
区
小
菅
一

丁
目
三
十
五
番

十
号

同
日

社
会
福
祉
法
人

緑
山
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
小
平
グ

リ
ー
ン
て
ら
す

小
平
市
鈴
木
町

一
丁
目
九
十
九

番
地
六

令
和
二
年
六

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

上
宮
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
平
成
あ

お
ば
上
宮
園

東
村
山
市
青
葉

町
一
丁
目
七
番

地
七
十
五

同
日

社
会
福
祉
法
人

久
盛
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
誠
心
園

大
田
区
西
糀
谷

一
丁
目
一
番
十

二
号

同
日

社
会
福
祉
法
人

三
幸
福
祉
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

癒
し

の
里

西
亀
有

葛
飾
区
西
亀
有

三
丁
目
十
八
番

六
号

令
和
二
年
八

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

宝
満
福
祉
会

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

あ
お

ぞ
ら
縁
小
竹
テ

ラ
ス

練
馬
区
小
竹
町

一
丁
目
二
十
九

番
一
号

令
和
二
年
九

月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
二
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
五
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
の
名
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所

在
地

辞
退
年
月
日

三
鷹
市

三
鷹
市
立
特
別

養
護
老
人
ホ
ー

ム
ど
ん
ぐ
り
山

三
鷹
市
大
沢
四

丁
目
八
番
八
号

令
和
二
年
三

月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
六
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
港
の
臨
港
地
区
の
分
区
を
次
の
よ
う

に
変
更
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
港
湾
局
港
湾
経
営
部
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

新
分
区

旧
分
区

商
港
区

修
景
厚
生
港
区

江
東
区
青
海
三
丁
目
の
一
部
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
七
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
港
の
港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
及
び

指
定
解
除
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
八
階
港
湾
局
八
Ａ
会
議
室

三

指
定
及
び
指
定
解
除
し
よ
う
と
す
る
地
域
（
別
図
の
と
お
り
）

㈠

指
定
し
よ
う
と
す
る
地
域

江
東
区
海
の
森
二
丁
目
埋
立
地
の
地
先
港
湾
区
域
に
隣
接
す

る
、
幅
員
三
十
メ
ー
ト
ル
の
陸
域

㈡

指
定
解
除
し
よ
う
と
す
る
地
域

ア

江
東
区
海
の
森
二
丁
目
埋
立
地
の
し
ゅ
ん
功
に
伴
い
港
湾

区
域
に
隣
接
し
な
く
な
っ
た
地
域

イ

江
東
区
新
砂
二
丁
目
埋
立
地
の
し
ゅ
ん
功
に
伴
い
港
湾
区

域
に
隣
接
し
な
く
な
っ
た
地
域

四

公
述
人
の
範
囲

三
に
掲
げ
る
地
域
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３８８号

警
備
業
法
第
５１条

の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則

（
平
成
１７年

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１５号

）
第
１
条
の
規
定
に

基
づ
き
次
の
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
１２月

２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

髙
橋
あ
け
み

高
橋
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
１９

番
２
号

Ｔ
Ｓ
Ｋ
笹
塚

ビ
ル
７
階

古
川

俊
一

東
京
警
察
病
院

中
野
区
中
野
四
丁
目
２２

番
１
号

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３８９号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
４１

条
の
２
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

東

京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１６号

）
第
１
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
医

師
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
１２月

２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

髙
橋
あ
け
み

高
橋
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
１９

番
２
号

Ｔ
Ｓ
Ｋ
笹
塚

ビ
ル
７
階

古
川

俊
一

東
京
警
察
病
院

中
野
区
中
野
四
丁
目
２２

番
１
号

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３９０号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
４
条
の
３
第
２
項
及
び
第
１２条

の

３
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２１年

東
京
都

公
安
委
員
会
規
則
第
１４号

）
第
１
条
の
規
定
に
基
づ
き
診
断
を
行
う

医
師
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
１２月

２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

１
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３３年

法
律
第
６
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
条
の
３
第
２
項
の
診
断
を
行
う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

櫻
井

博
文

東
京
医
科
大
学
病
院

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目

７
番
１
号

清
水
聰
一
郎

同
上

同
上

金
髙

秀
和

同
上

同
上

石
塚

卓
也

医
療
法
人
社
団
碧
水

会
長
谷
川
病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁
目
２０

番
３６号

２
次
に
掲
げ
る
法
第
１２条

の
３
の
診
断
を
行
う
医
師

⑴
法
第
５
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
３３

年
政
令
第
３３号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
３
号
に

定
め
る
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
者
及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
９

年
法
律
第
１２３号

）
第
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
認
知
症

（
以
下
「
認
知
症
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
診

断
を
行
う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

髙
橋
あ
け
み

高
橋
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目

１９番
２
号

Ｔ
Ｓ
Ｋ

笹
塚
ビ
ル
７
階

古
川

俊
一

東
京
警
察
病
院

中
野
区
中
野
四
丁
目

２２番
１
号

石
塚

卓
也

医
療
法
人
社
団
碧
水

会
長
谷
川
病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁
目

２０番
３６号

⑵
令
第
８
条
第
３
号
に
定
め
る
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
者
の
診

断
を
行
う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

大
沼

悌
一

医
療
法
人
社
団

む
さ
し
の
国
分
寺
ク
リ

ニ
ッ
ク

国
分
寺
市
本
町
四
丁

目
１
番
９
号

国
分

寺
本
町
ク
リ
ス
タ
ル

ビ
ル
３
階

加
藤

昌
明

同
上

同
上

⑶
認
知
症
で
あ
る
者
の
診
断
を
行
う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

櫻
井

博
文

東
京
医
科
大
学
病
院

新
宿
区
西
新
宿
六
丁

目
７
番
１
号

清
水
聰
一
郎

同
上

同
上

金
髙

秀
和

同
上

同
上

石
塚

卓
也

医
療
法
人
社
団
碧
水

会
長
谷
川
病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁
目

２０番
３６号

規

程
（
水
）
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◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東

京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
様
式
第
一
号
中

「

特
別
寡
婦

」
を
「

寡
婦
・
ひ
と
り
親

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
一
号

昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都
水
道
局

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

二
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
表
㈠
納
入
者
か
ら
公
金
を
収
納
す
る
事

務
を
行
う
機
関
の
部
株
式
会
社
第
四
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

株
式
会
社
第
四
北
越
銀
行

東
京
都
に
所
在
す
る
店
舗
。
た
だ
し
、

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
収
納
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
日
本
国
内
で
業

務
を
営
む
全
て
の
店
舗

二
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
表
㈠
納
入
者
か
ら
公
金
を
収
納
す
る
事

務
を
行
う
機
関
の
部
株
式
会
社
北
越
銀
行
の
項
を
削
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

Ｒ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｒ
Ｄ

Ｍ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｔ

Ａ

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
十
番
十
号
ほ

か

三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
新
宮
下
公
園
等
整
備
事
業

六

変
更
後
の
店
舗
名

Ｒ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｒ
Ｄ

Ｍ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｔ

Ａ

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
十
番
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
十
番
十
号
ほ

か

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

未
定

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ア
デ
ィ
ダ
ス
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か

四
十
名

十
一

変
更
日

令
和
二
年
八
月
二
十
九
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

三
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

有
楽
町
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
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二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
有
楽
町
二
丁
目
五
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
朝
日
新
聞
社
ほ
か
二
名

四

設
置
者
住
所

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
二
丁
目
三

番
十
八
号
ほ
か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
阪
急
阪
神
百
貨
店
ほ
か
八
十

三
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
阪
急
阪
神
百
貨
店
ほ
か
八
十

六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
阪
急
阪
神
百
貨
店
ほ
か
二
十

六
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
三
丁
目
五

番
二
十
九
号
日
本
生
命
淀
屋
橋
ビ
ル
４

Ｆ
（
株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
道
修
町
三
丁
目

六
番
一
号

京
阪
神
御
堂
筋
ビ
ル
１
０

階
（
株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

荒
木

直
也
（
株
式
会
社
阪
急
阪
神
百

貨
店
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

山
口

俊
比
古
（
株
式
会
社
阪
急
阪
神

百
貨
店
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
二
年
十
月
八
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

三
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

渋
谷
地
下
街

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
二
番
一
号

三

設
置
者
名

渋
谷
地
下
街
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
十
四
番
十
三
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

東
急
百
貨
店
東
横
店
東
館
・
西
館
・
渋

谷
駅
西
口
ビ
ル

六

変
更
後
の
店
舗
名

渋
谷
地
下
街

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
十
四
番
一
号

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
二
番
一
号

九

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
田

広
也

十

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

湯
浅

眞
一

十
一

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
東
急
百
貨
店

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

二
橋

千
裕

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

大
石

次
則

十
四

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

三
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

第
２
武
蔵
野
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
五
番
六
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

第
２
武
蔵
野
ビ
ル
（
コ
メ
兵

新
宿

店
）

六

変
更
後
の
店
舗
名

第
２
武
蔵
野
ビ
ル

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
コ
メ
兵

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

未
定

九

変
更
日

令
和
二
年
三
月
一
日

十

届
出
日

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

三
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

鶴
川
台
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

町
田
市
真
光
寺
一
丁
目
二
十
五
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

四

意
見

ア

聴
取
者

町
田
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
二
年
十
二
月
三
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
一

月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十

号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。発 行

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


